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1. はじめに

環境財には市場財と異なって価格が存在しない。それゆえ，環境に対する情

報不足を補いながら政策決定を支援する観点から，環境の経済評価が問題とな

る。そのなかで， ミクロ的接近としては費用・便益分析が，また，マクロ的接

近としては環境勘定が，重要な研究課題となっている(1)。このとき，環境価

値の評価手法としては，ヘドニック価格法，旅行費用法等の手法があるが(2) 

特に，多様な状況下において環境価値の評価が行える「コンティンジェント評

価法J(con出.gentvaIuation method ; CVM)は(3)費用・便益分析はもちろん

環境勘定においても重要な評価手法のーっとして注目されている。

しかしながら.CVMは完成された評価法ではなく，その理論と分析手法の

深化を必要とするものであり，環境勘定との関連で言えば， r国民経済計算に
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含まれない消費者余剰を含むこと，また主観的価値の集計上の困難性等の問題

点があるJ(4)。さらに，手法の特性と限界をわきまえて適切に使用しなければ，

様々のバイアスを含むことが知られている。ただし，そのバイアスは CVMに

おける前提条件と密接に関わっているため，前提条件の設定を適切に行えば，

よりバイアスから解放されることも可能となる。

そのために，前提条件を検討するのであるが，まずは「支払形態J(payment 

vehicle)の選択にともなう問題から考えよう。支払形態によって評価は大きく

2つに分けられ，第 1は，直接税や寄付金のように，直接所得が減少するよう

な支出的評価があり，第 2は，公園の環境改善について，世帯の入場券購入枚

数とその単位入場料の最大価格とによって評価するような価格的評価がある。

このとき，支出的評価では，直接税に対して低い金額を答えようとする誘因

が働いたり (5)寄付金や基金に対しては国が行うべきとして，回答拒否や回

答しでも O円と答える protestzerosの問題が生じたりして，評価額にバイア

スが生じる。また，直接税や基金によってある地域の環境保全の経済的価値を

評価するとき，無意識のうちに国全体の同様な地域を含めた支払金額を答えて

しまうために過大評価となることがあり得る (6)。

他方，価格的評価では，これまで環境改善を市場財の購入量一定という仮定

の下で評価してきたために，需要量の選択の幅が狭まり，その結果として過小

評価のバイアスが指摘されてきた。また，例えば，景観の価値を有料道路の通

行料で評価するときには，確かに対象地域の環境評価となる反面，国全体の環

境保全や将来にわたる環境価値といった視点からは過小評価となるであろう。

さらに，支出的評価・価格的評価の共通的問題として，その支払形態あるいは

類似の支払形態で実際に支払われている金額が無意識のうちにも参照されるた

めに，これがバイアスの原因となるという指摘もある。特に，価格的評価にと

もなうバイアスの問題については，支出的評価とは異なる問題領域が存在する

ために，理論的検討が残されている。そこで，小論では支出的評価と比較され

た価格的評価を縦軸に，CVMにおける様々な問題領域を横軸にとって議論を

展開して行く。
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2では，議論の導入として，厚生変化の「貨幣的測度J(monetary measure) 

に関する諸定義を整理する。つまり，消費者にとって，価格と環境という外生

的条件が変化するとき，(0価格水準の変化， (ii)環境水準の変化， (泌)環境水

準と価格水準の同時変化，という 3つの外生的変化と，参照基準の「事前の状

況Jと「事後の状況」の選択によって，計6種類の厚生変化の「貨幣的測度J

が考えられるが，これらの用語法などは統ーされておらず，様々の使われ方を

している。そこで，本稿では， まず CVMの理論的背景を構成しているこれら

の概念を整理する。

3では，外部条件に対する権利想定の問題を扱う。そもそも環境等の外部条

件に対して明確な権利が設定され国民的合意が形成されておれば，権利想定の

問題は生じない。しかしながら，現実は，環境には明確な権利が設定されてい

ない場合が多く，あるいは制度上設定されていても国民感情にそぐわないよう

な場合には，CVMにおける権利想定の内容によって，被験者は環境に価値を

認めていながら回答や支払いを拒否することが知られており(7)バイアスの

重要な原因のーっとなっているo この権利想定は， r支払意志額J(叩監19ness

ωpay; WTP)と「補償受容額J(叩幽gnessto accept compensation ; WAC)だ

けで決定されるのではなく (8)貨幣的測度の選択とも関わっている (9)。その

ため， a)厚生変化の貨幣的測度， b)外部条件に関する想定された権利，および

c) r支払意志額J(WTP)と「補償受容額J(肌4C)について，合計 8種類の組

合せで検討する必要があるのだが，従来は，その内の支出的評価を中心とした

4種類しか扱われてこなかった。このことは，CVMで価格的評価が行われて

いたにもかかわらず，そのための理論的基礎は支出変化による厚生測度の定義

をそのまま使用していたことに起因するためと推察する。

そこで，本稿では，新たに 4種類の組合せを追加し，全ての組合せの条件下

で， a) -c) の相互関連を明らかにする。これにより，価格的評価の場合も配

慮して，回答拒否等の回避のために，CVMにおける WTPと防'ACがどのよう

な条件でなされるのが望ましいかを示す。

4では，価格的評価のための定式化とそれにともなうバイアスの方向を検討
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する。なぜなら，従来，支払ってもよい価格の増加分により環境改善を評価す

る場合には，その評価額が補償的余剰・等価的余剰より過小評価になること，

あるいは，付け値はより低く，補償はより高くなることが知られていたが(10)

このような指摘は一般的なものであって，市場財の種類や，評価に使用する財

の事前需要量の特定化に伴う問題をあまり考慮してこなかったからである。

そこで，CVMにおける価格的評価の定式化を行い，これに基づいて以下の

検討を進める。評価に使用する財の事前需要量が存在する場合(ll) まず市場

財の種類を 9に分類する O つまり，環境水準が改善するとき，市場財の条件付

補償需要量が増加，不変，減少するという特性に応じて，市場財を補完財，独

立財および代替財に分類し，これに，所得変化との関連で分けた上級財，中立

財，下級財を組合せて，計9種類に分類する。次に，従来，考慮されてきたの

は環境改善(悪化)を獲得(回避)するための WTPの増額評価，つまり支払

ってもよい価格の引き上げによる評価が中心であったので，本稿ではこれに加

えて，環境改善を手放すための WTPの減額と環境悪化を回避するための

WTPの減額の評価に関する場合を考察する O その結果，このような評価に伴

うバイアスは，事前需要量が特定化できる場合の，価格的評価特有のバイアス

であることを明らかにする O

5では，本稿の問題点を示すとともに，今後の研究の課題について整理する。

なお，本稿においては，静学的枠組みの下に，単一消費者についての経済厚

生の変化に焦点を絞り，産業組織については完全競争を前提とする。そのため，

a)異時点聞にわたる選択， b)集計， c)不確実性，および d) 不完全競争に関

する問題は，扱わないことになる。これらの諸点を含む検討については，機会

を改めて論じたい。

注(1) 環境経済学の研究課題のなかで，費用・便益分析や環境勘定がどのように位置

づけられ，何を研究課題とするかについての検討は，例えば，矢部 [46) を参照

のこと。

(2) 我が国における CVMを用いた研究としては，空港騒音の社会的費用を計測し

た三菱総合研究所 [32)，農山村の環境保全のオプション価格を計測した矢部

[44)・[49)，水田の景観形成作物の価値を評価した藤本・高木・横井 [28)，中
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山間地域の外部経済効果を評価した新保・浅野 (37).新保・浅野・嘉田 (38).

水質の非利用価値を評価した萩原・萩原 (25).農村景観の価値を評価した千々

松 (24). 農業用水路の公益性を評価した佐藤 (35).飲料水リスクを評価した山

本・岡 (51) などがある。

(3) 我が国におけるヘドニック価格法を用いた研究としては，金本・中村・矢浮

(26) ，西i畢・吉田・加藤 (30).浦出・浅野・熊谷(41)，甫出・浅野 (42).多

国 (40)などが，また旅行費用法に関する研究としては，北島・西岡 (27).宮崎・

本崎 (29)，佐藤・増田 (36).Smi血 andKaoru (23)などがある。なお，矢部 (48)

では環境価値の種類と評価手法の特性を論じている。

(4) 日本総合研究所 (33). 42ページ。

(5) CVMに関する包括的専門文献としては. Cummings et al. (2)， Mitchell and 

Carson (17)， Johansson (ll)があるが，前 2者では支払形態に関するバイアス

の問題が参考文献とともに多様な角度から論じられており，後者では精綴な数学

的記述に特色がある。簡単な紹介としては，矢部 (47)がある。

なお，公共財・市場財を問わず，わざと WTPの回答額を低く答えたり，環境

の保護水準を上げるために高く答えたりする誘因が働くことが推察されているけ

れども. Schtuze et al. (21)等の実証的研究によれば，これまでのところ，その

ような戦略的バイアスは，明確には確認できていないという O しかしながら，

CVMが現実の政策決定に重要な影響を与えるようになれば，戦略的バイアスへ

の対処が重要な研究課題となるであろう o

(6) 例えば. ~II路湿原保全のため基金への WTP を質問して，回答者は WTP を 1

万円と答えたとしても，その l万円の中には釧路湿原はもとより尾瀬沼など他の

貴重な動植物生息地の保全を含め，一般的な環境保全への WTPとして答えてし

まうことは十分考えられる。なぜなら，他の湿原や動植物生息地への WTPを合

わせて質問すれば，錫11路湿原保全のために 1万円を支払うことは，余り期待でき

ないからである。

(7) 環境に対して明確な権利が設定されていない，あるいは，権利設定がそもそも

困難な状況下では，環境改善に対して，事後の環境に権利がないために WTPで

質問するのか，事後の環境に権利があるとして，これを手放すための WACで質

問するのかは，研究者や社会が環境に対して懐いている権利の想定に依存してい

る。

そのため，本稿では，想定された外部条件への権利帰属関係がどのように

CVM評価の諸問題とかかわるのかという点を考察対象とし，環境への権利がい

かなる社会経済的背景の下で決定されるかという点については，別の機会に検討

したい。
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なお， Randa1l (20)， Harris and McGown (8) においては CVMと環境への

権利および経済学派との関係について論じているので，本稿の一段手前の議論と

して有益である。

(8) 例えば，ある河川が上流の企業のために汚染されたとき，住民に汚染を受忍す

ることに対する補償額を問えば，清浄な河川環境に対して住民は権利を持ってい

ることを想定している。他方，近隣住民に，その川を浄化するための支払額を問

えば，近隣住民には川の清浄さに対する権利がないと想定していることになる。

このように，外部条件に対する権利が誰に帰属するかという想定によって，

WTPかWACの選択が決まってくる。

(9) 仮に，良好な環境を獲得するための WTPを質問するとすれば，その人には良

好な環境に対して権利がないこと，および支払った後でも少なくとも事前の効用

水準は維持できることを前提としており，それゆえ，その評価額は事前の効用水

準を基準とした貨幣的測度ということになる。

(10) このような指摘は， Brookshire et al. (1)， Randall et al. (19)，およびSchu-

ze et al. (21) による。

(11) 事前需要量が存在しない場合の価格的評価もある。この場合の理論的検討と実

証分析については，矢部 (49) を参照のこと。

2. 厚生変化の貨幣的測度の詰概念

Hicks は，外生的な状況変化に起因した厚生変化を測るための測度を 4つ提

案した。すなわち，価格変化にかかわる厚生の貨幣的測度として「補償変分」

(compensating valuation ; CV)と「等価変分J(equivalent valuation ; EV) ，およ

び量的変化にかかわる厚生の測度として「補償的余剰J(compensating surplus ; 

CS)と「等価的余剰J(equivaIent surplus ; ES)である(1)。

その後，価格変化による等価変分や補償変分を中心に研究は進展したが(2) 

近年，環境等の数量制約下での物量的変化に関する貨幣的測度の研究も進み，

さらに，両者が結合して変化する場合についても， Johansson (ll)や Justet 

al. (13)， Lankford (16) は貨幣的測度の特性についてミクロ経済学の見地か

ら論じているが，用語法などはまだ統ーされたものがないように思う (3)。そ

こで，この 2では厚生変化の概念について整理し， 3以下の展開に備えたい。
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( 1 ) 環境と価格の同時変化による厚生変化の貨幣的測度

ある個人の効用関数 U(X， Q)について 2階連続微分可能な強準凹性を仮定

し，X=(Xl，…， Xi. …， x，.)は市場財の量を示すベクトル，Q= (ql，…， (}j， …， 

qm) は個人にとって利用量や質が固定されている公共財や環境サービスのフ

ローを示すベクトルとする。また，所得を M，Xの価格ベクトルを p=(Pl，…， 

丸…， Pn)'> 0， Qの価格ベクトルを R=(r1，…，咋…，rm)孟Oで表す。このと

き，次の効用最大化問題

max uぽ，Q) 
X 
s. t. p.X + R.Q孟 M

を解くと， I条件付非補償需要関数J(uncompensated conditional demand function) 

である Xi(P， Q， M-R'Q) (i=1，…， n)を得る。これを目的関数に代入すれ

ば， I条件付間接効用関数J(conditional indirect ut凶tyfunction)である v(P， Q， 

M-R.Q)カf得られる。

また，この消費者の実現可能な任意の効用水準を aとし，次の最小支出問

題

min P・X+R'Q
X 
s. t. u(X， Q) 主主 a 

を解けば， ["数量制約支出関数J(restricted expenditure function)である

e=e(P， R， Q， u)が求められる (4)。

ここで，価格，環境および所得が状況oIPO， RO， QO， ~I から状況 l 1P1 ，

R1， Q¥ M1
fに変化したとき，主観的厚生変化を客観的数値で表現するために，

厚生変化の貨幣的測度を考える。そのような貨幣的測度のーっとして「補償的

測度J(compensating measure ; CM)がある。 CMは，消費者の厚生変化に及

ぼす効果を相殺し消費者が事前の状況Oでの効用水準がを維持するために，

変化が消費者に有利な場合には消費者から取り除かれ，変化が消費者に不利な

場合には補償を必要とする貨幣額として定義されている。補償的測度を状況 1

の外生的条件で評価された，数量制約支出関数あるいは条件付間接効用関数に

よって定義すれば，
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CM = e(p¥ R¥ Ql. U
1
) - e(P¥ R¥ Q¥ UO) 

あるいは，

U
O = v(po. QO. ~_Ro'QO) = V(pl. Q¥ M1_Rl.Ql一CM) (2) 

)
 

唱
E
A(
 

を得る(5 )。

他方，状況変化に対するもう一つの貨幣的測度として， I等価的測度」

(equivaIent measure ; EM)が定義されてきた。つまり ，EMとは，状況 1のも

とでの効用水準 u1に等しくなるために，変化がこの消費者に有利な場合には

当初の所得に対して消費者に与えられ，変化がこの消費者に不利な場合には消

費者から取り除かれる貨幣額と言えよう。再び状況Oの外生的条件で評価さ

れた数量制約支出関数あるいは条件付間接効用関数をもちいて定義すれば，

EM = e(Po. RO. QO. u1) -e(Po. RO. QO. uO) (3) 

あるいは，

u1 = v(P1. Ql. M1-R1・Ql)= v(po. QO. ~-Ro ・ QO十EM) (4) 

となるほ)。

( 2 ) 価格または環境の変化による厚生変化の貨幣的測度

Xだけでなく Q も変化できる場合，つまり，外生的に与えられた量が存在

せず，価格と所得が !pO• RO
• ~l から IP\ R1， M11に変化することに起因する

厚生変化の貨幣的測度は，補償変分CVと等価変分EVで表され，既に優れた

研究蓄積が多数ある。他方，価格は一定とし，環境と所得が!QO.~l から !Q\

M11に変化する場合の厚生変化の貨幣的測度として，補償的余剰 CSと等価的

余剰UESがある O これらの一つの定義は，

CV = e(pl. R1. u1) -e(P¥ R¥ UO) (5) 

EV = e(Po. RO. u1) -e(po. RO. uO) (6) 

CS = e(P， R. Ql. u1) -e(P. R. Q¥ UO) (7) 

ES = e(P. R. QO. u1) -e(P. R. QO， UO) (8) 

であり ，CV'EVとCS.ESは，CM'EMとの形式的類似性によって，厚生

測度としての適格性や優佐性について同様の性質を持つことを確認することが
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できる。これら CM.EM  • CV . EV . CS • ESに関する厚生測度としての適格

性，優位性および経路独立性の検討については， Johansson (11)が詳しいので，

そちらを参照されたい。なお，補論において，本稿 4の理解を深めるために，

従来は 2次元空間で CS.ESが表現されていたものを 3次元空間に拡張し

て図形的検討を行った。

注(1) EVとCVについては後述のとおりである。なお，鈴村 (39) はHicks(10)の

補償的余剰UCS01と等価的余剰E!'f1を次のように理解した。いま，状況o(状況

1) における消費者の消費ベクトルを X
O (x1) とおけば，第π財で測った CS01お

よびES01は，

U(X1
1，…， X"_ll， X，/-c!'f1) = u(XO) 

u(xλ…， X"_1
0
， x"o+E!'f1) = u(X

1
) 

として定義され，この両者は，任意の財を基準とする厚生変化の物量的測度を定

義する，と。

(2) 鈴村 (39) は， 181に及ぶ参照文献とともに，この領域の研究を展望し， Just 

et a/. (13)，西村 (31)はミクロ経済学の基本から分かり易く説明している。

(3) 一般に，CS.ESおよびCM.EMの用語法とその内容については，まだ，定

まったものカぎないように思う。

例えば， Freeman [4)， Cumming et a/， [2)， Smith et a/， [22)はCS.ESを，

鈴村の言う「厚生変化の物量的測度」としてより， r数量制約下での物量的変化

の貨幣的浪IJ度Jの意味で用いている。しかし，後者の意味のときでも， Joh却炉

son (11， pp. 62， (邦訳85ページ))のように，回cksの用語法とは異なって，より

一般的な状況を扱うという理由から CS.ESという用語を使わず， (quantity-

∞ns仕組led)compensated and equiva1ent variations (数量制約補償変分，数量制約

等価変分)と言う文献もある。

他方，価格と数量制約下での量が同時に変化するときの測度について Jallans-

son (11， pp. 184， (邦訳248ページ))は overallCV . overall EV (全体補償変分・

全体等価変分)を， Lankford (16) はCS'ESを使用し， Just et al. (13) は単に

C.Eと表しただけである。

なお，CVMの文献では， r数量制約下での物量的変化の貨幣的測度」の意味で

CS .ESを用いている文献が多いように思う(例えば，Cummi:昭'set a/. (2)) 0 

そこで，CVMを考察対象とする本稿では， r数量制約下での物量的変化の貨幣的

測度Jの意味で CS.ESを使用するために，市場財の価格変化をも含む場合の
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貨幣的測度については， Freeman (4)に見られる EM.CMという用語を別に

使用する。

(4) uと所与のP，Qの下で，v(P，Q，M-R.Q)=uをM-R'Qについて解けば，

M-R.Q=♂(P. Q. u)が得られる。したがって，

e(P. R. Q. u) =♂(P. Q. u) +R'Q 

より ，R=Oのとき，eと♂は一致することが知られている。

(5) 定義(1)と定義(2)との同値性は，v(P. Q.♂(P. Q. u)) =uから得られる。

(6) 再び，定義(3)と定義(4)との同値性は，v(p，Q， e*(P， Q， u)) =uから得られる。

3. 厚生変化の貨幣的測度と想定された権利の相互関係

(1) 補償的余剰・等価的余剰，WTP'WACおよび権利想定の相互関係

CVMの計測では，貨幣的測度の選択と社会的権利関係に関する配慮の必要

性についてはすでに述べた。そこで，回答拒否や protestzerosの問題を避け

るために，どのような権利想定の下でいかなる質問をするのが望ましいかにつ

いて考察しよう。

そのために， a)厚生変化の貨幣的測度， b)外部条件に関する想定された権利，

および c)r支払意志額J(WTP)と「補償受容額J(恥4C)の相互関係を検討す

る。環境と価格の変化と WTp.WACの組合せば，次の8種類が考えられる。

① 環境改善(1)を確保する(手放す)ための WTpl (WAC1) 

② 環境悪化を回避する(受忍する)ための WTp2 (WAC2
) 

③ 価格低下を確保する(手放す)ための WTp3 (肌4C3
)

④価格高騰を回避する(受忍する)ための WTp4(WAC4) 

⑤ 環境改善または価格低下を手放す(確保する)ための WTp5の減額

(WAC5の減額)

⑥ 環境悪化または価格上昇を受忍する(回避する)ための WTp6の減額

(肌4C6の減額)

⑦ 環境と価格が同時に変化した結果，消費者にとって有利になった状況を

確保する(手放す)ための WTp7aまたは WAC7aの減額 (WTp7bの減額
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または WAC7b)

⑧ 環境と価格が同時に変化した結果，消費者にとって不利になった状況を

回避する(受忍する)ための WTp8aまたは WAC8aの減額 (WTp8bの減

額または肌4C8b)

ただし，WTP， WACの上付き添字は，各分類に従ったものであることを示

す。

従来の研究では， Freeman (4， pp. 177JはCS.ESを評価する①②の場合を，

Mitchell et al. (17， pp. 24-26JおよびSmithet al. (22， pp. 20-21JはEV'CVを

評価する喧渇を含めて①ー④の場合を扱っていた。しかし，⑤~⑧の，価格と

環境が同時に変化する CM.EMを加えて，WTPの減額・ WACの減額を含む

場合については，検討が残されている。そこで，その部分を加え，①ー⑧の拡

大された条件下で a)-c)の相互規定の関連を明らかにし，CVMにおける

WTPとWACの質問が，どのような状況下でなされるのがより望ましいかを

示す。

なお， 2で見たように，CM'EMにおける厚生変化に関する諸性質は，CV' 

EVや CS'ESの場合にも，同様に成立することをが知られている。そして，

EM  ・CMとWTp.WACおよび外部条件への権利の想定についての相互関係

が.CV'EVや CS.ESの場合にも同様に成立することは，定義における形式

的な置き換えによって知ることができる。その結果.CM'EMにおける以下

の検討内容は.CV. EV， CS. ESにも読み換えられるので，CVMの質問の具

体例はそのような場合を含んだ支出的評価と価格的評価の事例で示しである。

なお 3以下では，名目所得不変の条件を加えることにより，名目所得変化の

効果を消して，価格変化と環境変化による影響のみに注目する。

1) 状況が有利になる場合

状況Oから状況 1に有利に改善される場合から検討しよう。

ア) 状況0，状況 1とも権利がある場合

u1を参照すれば，状況 1を手放して状況Oで我慢するための恥4C1，WAC3 
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または WAC7bあるいは，WTp5， WTp7bの減額を質問することになる。状況

1を得たのと同じ効用水準 u1になるためには，状況 Oのもとでの所得に対し

てEMだけ補償される必要があり，防TACまたは WTPの減額である EM>O

を求める (2)。この例としては，古い町並みを保全するために，住民に古い家

や狭い道路で我慢してもらう代わりに，補償を行うようような場合が挙げられ

るであろう。

他方，U
Oを参照するとき，CM>Oを質問することになるが，状況 1に権利

があるから，状況 1を得るための WTPは質問の意味をなさない。また，WAC 

の減額については，状況Oと状況 1に権利が有れば，当然の権利として状況 1

が入手できるのであるから，肌4.Cの減額もまた意味をなさない。したがって，

この権利想定の下で，がを参照基準とする質問をすれば，回答拒否や protest

zerosが多くなることが予想できる。

イ) 状況Oに権利は有るが，状況1には権利が無い場合

状況 1に権利がないので，状況 Iが得られれば，状況 Oの所得より CMだ

け所得が少なくても，状況Oの効用水準 uOは維持できると考え uOを参照し

て，状況 1を得るための防'TP1，WTp3 または防'Tp7aを質問することになる o

このとき，CM>Oが最大の WTPとなる (3)。例えば，家賃を支払って現状の

居住環境は確保しているとき，よりよい居住環境に対する家賃の増額を評価す

るような場合である。

他方，状況 1の効用水準 u1を参照すれば，通常は，状況 1を手放して状況

Oで我慢するための最小の WACを質問して EM>Oを求めることになる。し

かし，状況 1に権利がないので，これを手放すための防う4.Cは権利想定に対応

していない。そこで，あえて質問するとすれば，WTp5， WTp7bの減額となる。

例えば，ある家賃で契約した後に，周囲の物件が値下がりしたとき，期待する

家賃の値下がりを評価するようなことが考えられるが，このような質問をした

からといって回答拒否等は生じないであろう。

ウ) 状況Oに権利は無いが，状況1には権利がある場合

u1を参照基準にすれば，状況 1を手放して状況 Oで我慢するための WAC1，
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防う4.C3または WAC7b，あるいは WTp5，WTp7bの減額を質問することになる。

状況 1を得たのと同じ効用水準 u1になるためには，状況 Oのもとでの所得に

対して EMだけ補償される必要があり，最小の防泣Cである EM>uを求める

ことになる。この例としては，古い町並みを保全するために，住民に古い家や

狭い道路で我慢してもらう代わりに，補償を行うようような場合が挙げられる

であろう。なお，この場合，状況Oに権利の無いことは，院4.Cの質問にあた

って問題とはならないであろう。

他方，U
Oを参照基準にするとき，状況 lには権利があるので，状況 lを獲

得するための WTPや防'ACの減額の質問は意味をなさない。したがって，U
O 

を参照基準とする質問をすれば，回答拒否等が多くなるであろう。

エ) 状況0，状況1とも権利がない場合

UOを参照基準にすれば，CM>uについて WTpl，WTp3または WTp7aを質

問することになる。例えば，都市住民が，農家の休耕田にコスモス等の景観作

物を植えてもらうために，余分に町内会費を納めるような場合である。

他方，状況 1のがを参照基準にすれば，EM>uで，状況 1を手放すための

w1ア WTp7bの減額を質問することになる。例えば， CO2の排出規制が政府

で検討されているとき，消費者に排出規制をあきらめるためにはいくら間接税

の減額が必要かを質問するような場合が考えられる。なお，状況Oと1に権利

がないので WACでは不適切な質問となる。

2) 状況が不利になる場合

次に，環境の水準が状況Oから状況 1に悪化する場合を検討する。

オ) 状況0，状況1とも権利が有る場合

状況Oの効用水準 U
Oを参照基準にするとき，状況 1を受忍するためには，

状況 Oを手放して状況 1で耐えるために，WAC2，肌4.C4または WAC8bにつ

いて CM<uの絶対値だけ補償されて，やっと U
Oが維持できる。あるいは，

状況 1を受忍するための WTp6，WTp8bの減額を質問することになる。この

ような例としては，高層ビルによって日陰になるとき，住民への直接的補償や，
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賃貸住宅に住んでいる場合には家賃の減免などが挙げられるであろう O

u1を参照基準にするとき，状況 Oに権利があるにもかかわらず，状況 1を

回避するための WTP2，WTP4または WTp8a，あるいは WAC6，WAC8aの減

額の質問をすれば，やはり，回答拒否等が多くなることが予想される。

カ) 状況Oに権利は有るが，状況1に権利が無い場合

U
Oを参照基準にするとき，状況 1で耐えるための WAC2，WAC4または

WAC8b，あるいは WTp6，WTp8bの滅額を質問して，CMく Oの絶対値を求め

ることになる O このとき，状況Oに権利さえあればよく，状況 1に対する権利

が無くても問題はないので，CM<Oの絶対値が最小の WACまたは WTPの

減額になる。このような例としても，日陰になるときの補償や家賃の減免など

が挙げられるであろう。

状況 1の効用水準 u1を参照基準にするとき，劣化した状況 lを回避するた

めの WTPを質問すれば，状況 Oに対して権利があるのだから，その権利を無

視するために，回答拒否等が生じるであろう。

キ) 状況Oには権利は無いが，状況1に権利が有る場合

がを参照基準にすれば，状況 lを受忍するための WAC2，WAC4または

WAC8b，あるいは WTp6，WTp8bの減額を質問し，CM<Oの絶対値を求める

ことになる。例えば，現状の騒音では静かさに対する権利はないが，ある水準

を越えた騒音に対しては，ある水準までの権利があるとする。このとき，大き

な騒音に対して，補償を質問するような場合が考えられる。

u1を参照基準にするとき，状況 1を回避して状況 Oに留まるための WTp2，

WTp4または WTp8aを質問することになる。つまり，状況 1を我慢するくら

いなら，EMの絶対値だけ支払って環境状況Oを得たとしても，効用水準 u1

は維持できるから，EM<Oの絶対値が最大の WTPとなっている。

このような例としては，大きな騒音の下である水準までの権利があるより，

むしろ，より静かな現状を確保するために，お金を支払うような場合が考えら

れるであろう。ただし，現状に対して，権利があると回答者が考えれば回答拒

否等の問題が生じるであろう。
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ク) 状況0，状況1とも権利が無い場合

U
Oを参照基準にすれば，状況 Oを得るために支払い，悪化したとはいえ状

況 1を得るためにも支払わなければならない場合であろう。このとき，例えば

環境が悪化した海浜公園に入るために，最大いくらまでなら支払ってもよいか

といったような，WTp6， WTp8bの減額を問い，CM<uの絶対値を求める例

第 1表 厚生変化の貨幣的測度，WTP・肌4.Cおよび、権利想定の相互関係

厚生変化の 4大況の 権利想定:(状況Oの権利，状況 1の権利) 貨幣的測

貨幣的測度 変化 (有り，有り)(有り，無し)(無し，有り)(無し，無し)度の符号

有利 状況 1を 状況 1を 正
確保する 確保する

補償的測度(CM) ための ための

または WTP WTP 

補償変分(CV) 不利 状況 1を 状況 1を 状況 lを 状況 1を 負
または 受忍する 受忍する 受忍する 受忍する

補償的余剰(CS) ための ための ための ための
WACまた WACまた WACまた WTPの減
iま WTP lま 防'TP lま WTP 額
の減額 の減額 の減額

有利 状況 1を 状況 lを 状況 1を 状況 lを 正
手放すた 手放すた 手放すた 手放すた
めの防'AC めの WAC めの WAC めの WTP

等価的測度(EM) または または ま fこは の減額

または WTPの滅 WTPの滅 WTPの滅

等価変分(EV) 額 額※ 額

または
等価的余剰(ES) 不利 状況 1を 状況 1を 負

回避する 回避する

ための ための
防マP WTP 

注(1) 等価的測度と補償的測度の場合は，状況変化を価格と強いられた量(環境等)
の同時変化と読む

(2) 等価変分と補償変分の場合は，状況変化を価格のみの変化と読む.
(3) 等価的余剰と補償的余剰の場合は，状況変化を強いられた量(環境等)のみの

変化と読む.
(4) ーは権利想定上，不適切な質問となり このような質問をすると回答拒否や
protest zerosが多く生じると考えられる。

(5) ※は権利想定に対して適切な質問ではないが，このような質問をしたからとい
って，回答拒否等は生じないような質問である.
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が考えられる O

u1を参照基準にすれば，がを維持するためのEM<Oなる金額，つまり，

状況 1を回避して状況 Oに留まるための WTp2，WTp4または WTp8aを質問

することになる。このような例としては，野生動物保護のために基金に寄付す

るような場合が考えられる。

(2 ) 補償変分・等価変分と補償的余剰・等価的余剰における相互関係

以上のようにして，補償的余剰 CMと等価的余剰EMの大きさおよびその

符号，WTPと肌4C，環境に対する消費者の権利についての関係を整理すると

第 1表のようになる。第 1表では，環境条件や価格条件が同時に変化する場合，

WTp. WACを質問する背後に隠れている，外部条件に対する暗黙の権利想定

と厚生変化の貨幣的測度との相互関係が明らかにされており，価格的評価と支

出的評価の両方による評価を考えることができる。そして，このような関係は，

補償変分CV・等価変分EV，補償的余剰 CS・等価的余剰ESの場合にもその

まま当てはまるので，合わせて表記しである。

このような関係の明確な認識は，回答拒否や protestzerosによるバイアス

を最大限回避できるなど，適切な CVMの質問作成や結果の分析に役立つと考

える。

注(1) 本稿では環境改善・悪化という用語を使用していくが，このことはあくまでも

対象となる個人にとっての改善あるいは悪化である。なぜなら，例えば，湿地を

開発して公園や運動場を造成する場合，湿地より公園や運動場の方が望ましいと

考える人にとっては環境改善と認識されるが，造成によって動植物の生息地が失

われることを問題視する人にとっては，むしろ環境悪化と認識されるからである。

(2) (4)式において，M=M1の場合に対応している。

(3) (2)式において，M=M1の場合に対応している。
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4. 事前需要量固定にともなう価格的評価のバイアス

4では，Qの価格について R=Oと仮定し，名目所得不変の仮定も加えて議

論を簡潔にする。それゆえ，以下では，価格と言えば，市場財の価格Pのこ

とであり，厚生変化の貨幣的測度といえば，名目所得不変の下での CS.ES 

のことである。

そして，ここでは価格的評価に特有な，評価に使用する財の事前需要量の特

定化に伴う問題を扱う。

事前需要量の特定化に伴う価格的評価のバイアスは，第 1に，市場財の種類

によって出現の有無があること，第 2に，CSとESとの違いによってバイア

スの符号が逆転することが挙げられるo まず，市場財を所得的変化の効果と環

境的変化の効果を組み合わせた分類とその条件を提示することから始めよう。

(1) 環境変化と市場財の種類

Neill (18) を参照して，市場財を環境変化に対応した動きから 3種類に分け

る。まず，e{P， Q， u)を第均財の市場価格あで偏微分すれば(l) r条件付補

償需要関数J(compensated conditiona1 demand function) h; = de (P， Q， u) /めli=

h; (P， Q， u) を得る O 他方，環境財 {jjについて市場価格は存在しないが，市場

財にならって，向=-ae(P， Q， u)/aqj=令(P，Q， u) とおけば，合の擬似価格

(virtual price)として鳥>0が得られる。このとき，環境財@との関係から，

所与のP，Q， uにおいて市場財は補完財，独立財，代替財に分類できる。た

だし，

。'hj(P，Q， u)/dl/j > 0 のとき 第i財は qjに対して補完財，

dhj(P， Q， u)/dl/j = 0 のとき 第i財は {jjに対して独立財，

dhj(P， Q， u)/d{jj < 0 のとき 第t財は {jjに対して代替財

と定義されている (2)。

このとき，hi (P， Q， u) =x; [P， Q， e (P， Q， u)]を@で偏微分して整理すれば，
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価格変化におけるスルツキ一分解と類似の関係が，数量制約下での物量的変化

においても得られ，

θIXj (P. Q. M) /8qj = 8hj (P. Q. u) /δ4 

+ム・ (8Xj(P.Q. M)/8M) ( 9 ) 

となる。(9 )式の左辺は，合が変化するときの名目所得不変下での条件付非補

償需要量の動きを，右辺の第 l項は効用水準 U を維持したときの条件付補償

需要量の動きを，第 2項は名目所得の変化による需要量の動きを表しているこ

とが知られている (3)。

このような準備の後，qjが変化するときの hとXiの動きの関係が明らかに

なる。つまり，所得増加ともに需要量が，増加する上級財(8x/8M>0)，変

化しない中立財 (ax/8M=O)，およぴ減少する下級財 (8x/8M<0)と，補完

財・独立財・代替財との組み合わせが，いかなる条件で成り立つのかが明らか

になる。

まず，8h/8qj>Oなる補完財が上級財でもあれば， (9)式より ，bjも正で

あるから，8x/8qj>8h/8qj>Oとなる。つまり，環境が改善されれば，hiは

増加し，しかも，所得の取り除かれることのないねは一層増加する。同様に

中立財，下級財についても検討し，さらに，独立財と代替財についてもまとめ

れば，次の 9種類の組合せとその条件を得る。すなわち，

①補完財かつ上級財のとき 8xJθf/j > 8hJ8qj > 0 (10) 

②補完財かつ中立財のとき θIXJθ'qj =δhJδf/j>O (11) 

③補完財かっ下級財のとき 。'hJ8qj > 8xJ 8qj > 0 (12) 

または

。'hJ8qj> 0孟 8xJ8qj

④独立財かつ上級財のとき θIxJ8qj >θhJ8ll; = 0 (13) 

⑤独立財かっ 中立財のとき 8xJ 8qj = 8hJ 8qj = 0 (14) 

⑥独立財かつ下級財のとき δIxJ8qj < 8hJθ'll; = 0 (15) 
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⑦代替財かつ 上級財のとき δIx;/a{jj主主 o> ah;/a{jj (16) 

⑧代替財かっ中立財のとき

⑨代替財かっ下級財のとき

である。

または

0>δ'x;/aqj >θ'h;/aqj 

ax;/ ath. = a，九ー/a{jj< 0 (17) 

ax;/θl{jj < ah;/θ'{jj < 0 (18) 

この 9種類の市場財について， CSとESの違いも考慮して，事前需要量の

固定に伴うバイアスの方向について考察する (4)。

( 2 ) 価格的評価におけるバイアスの図形的表現

まず，ア)事前需要量の固定と イ)補償的余剰 CS.等価的余剰ESにお

ける環境改善・劣化に伴う価格的評価特有のバイアスの方向を直感的に理解す

るために，図形によってこの問題を表現しよう。また，補論で用意した付図 (35

ページ)との整合性を確保するために環境変化を 1つの要素 qで表すという仮

定を追加する(5 )。そして，その後で数式を用いてより一般的な検討を行う。

まず，補償的余剰 CSにおける 1)環境改善と 2)環境悪化を，ついで，等

価的余剰ESにおける 3)環境改善と 4)環境悪化の場合に分け 9種の市場

財と関連づけて，バイアスの方向を検討していく。

1) 環境改普における補償的余剰のバイアス

qに対して補完財かつ上級財の場合の①から検討していく。なお，以下の第

1図(a )ー(d )は，すべて，補完財で上級財の場合を描いてある (6)。

第1図(a )の無差別曲線 UO=U(Xl，X， l) (t=O， 1) は，付図の等効用曲面 U
O

= U(Xl， X， q)をXIX平面に射影したものである。価格Plのときに環境がぜか

らqlに改善すると，効用水準がuOに維持されたとき，需要量は Z10から ZIC=

hj (pj， q¥ uO) へと増加し((10)式より)，接点は点Aから点 Cに移動して予算

線は GG'となり，支出の減少 MGが補償的余剰 CSに対応する(7)。この MG

の評価額は，支出的評価の CVMでは直接税等への最大 WTPから得られる。

ここで，仮に，X}Cが得られるならば，CS= (pjホーム)XjCなる ρ1場を質問し
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て CSが求められる(8)。しかしながら，環境改善後の需要量を問うとき，直

感的に答えやすいのは，名目所得不変のもとでの X10であって. CS だけ所得

を削減した後の XI
Cではないから，このようなアプローチから CSを求めるこ

とは困難で、ある。そこで.XI
0で固定したときの最大価格を質問することにな

る。効用水準 U
Oを維持できる最小所得は長さ KOであるから，Xlの需要量を

主体的に決定できる場合に比較して，長さ KGだけ CSより小さくなっている。

また，評価額 MKは，直線MHの傾き PI'なる第 1財の最高価格を質問するこ

とにより ，(PI' -PI)xl 0から得られる (9)。この評価額 MKは，外生的な数量制

約がqだけでなく，さらに X]にも課された場合の補償的余剰であり，本稿で

はCS]と表そう O なお， CSとCS1が一致するためには.XI
0とZICが一致すれ

ばよいから，環境変化によってがの下でのん(pj， q， UO)が変化しないこと，

つまり，独立財であればよい。

2) 環境悪化における補償的余剰のバイアス

第 1図 (b)および (d)は，付図で括弧の中に示されている環境悪化の場合

の等効用曲面に対応している O ここでは，環境悪化を受忍するための価格の減

額の場合を検討しよう。

環境劣化が僅かな状況では，劣化を受忍するための自然公園等の入場料の減

額もそれほど大きくないと推察されるから，減額した価格でも正の価格となる

であろう。しかし，劣化が甚だしい場合や危険を伴う場合には，価格は負とな

り，そのような場合には，補償額を直接質問する支出的評価が適切と考える。

それゆえ，価格的評価が実際上使用できるのは，劣化があまり大きくない場合

である (0)。

環境悪化の場合，補完財のんは減少する。第 1図 (b)に見るように，事前の

効用水準 UOを維持しつつ qlまで環境劣化を受忍するためには，長さ DMだけ

のCSが補償される必要があり，予算線との接点、 CにXICが対応している。こ

こで，XI0を所与とし，これ以上は支払いたくない最高価格PI'を問えば， XI0な

る数量制約下での補償的余剰 CS1を得て (11) 評価額の絶対値は一 (Pl'-Pl)XlU，

長さ LMであり，長さ LDだけ CSに比較して過大評価となっている。そして，



コンテインジ、エント評価法における前提条件の考察 21 

Z 

UO = U (Xl ，X ，ql) 

。
x
 um 

(a) 補償的余剰 ;qO<ql 

し uO= u (x， ，X ，qO) 

(c) 補償的余剰， qoくql

。 x， 
X}C X 1

0 

(b) 補償的余剰 ;qO>ql 

Xl X， 

(ct)補償的余剰 ;qO>q' 

第 1図 事前需要量の固定による価格的評価のバイアス

(補完財で上級財の場合)
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独立財であればCS=CS1となる

3 ) 環境改善における等価的余剰のバイアス

次に，環境改善を手放す代わりに価格を引き下げる場合を考える O 第 1図 (c)

では，環境がぜから lに改善すると，名目所得不変の条件より予算線 MM'

上で，無差別曲線との接点Aは，無差別曲線 u
1
= u  (Xl， X， ql) との接点 Bに移

動する。つまり，補完財であるから (10)式より，条件付非補償需要量は Z10=

Xl (Pl， qO， M)から Xl
1
=Xl(Pl， ql， M)へと増加する。ここで u

1を維持しつつ

qlを手放してlに留まるためには，ESだけ所得が増加しなければならない。

支出的評価による CVMでは，ESとなる最小補償額を質問するが，第 1図(c)

では，無差別曲線 u
1
=u  (Xl， X， qO) と点 Eで接するまで上方にシフトした予算

線の移動距離 DMで表される o

他方，点Eに対応した XI
E=h(Pl， l， U1

)についても，X1
C と同様，直感的に

答えるのは困難であるから， X10を使用して，環境改善を手放すための市場財

Xlの低下した価格を質問することになる O 支払ってもよ最大価格をρfpとすれ

ば，評価額は(Pl-Pl") XI0で
(12)

長さ LMとなり，長さ LDだけESに対し

て過大評価となっている。これは，XI0という量的制約下での等価的余剰 ES1

を求めたためである。

ここで，ESとESjが一致するためには XloとXjEが等しければよい。(9 ) 

式によれば，右辺は，名目所得不変の下での条件付非補償需要量の変化であり，

点Aから点 Bの，需要量では X10からぬ
1への変化を示す。また，右辺第 2項

は所得変化に伴う変化であり，点 Aから点 Eへの，需要量では Z10から XI
Eへ

の変化を示す。左辺第 1項は効用水準 u1の下での条件付補償需要量の変化で

点Eから点 Bへの，つまり，需要量では XI
Eから X11への変化を示す。したが

って，点 Aから点 Eへ変化が垂直方向であれば， XI
Oから Z11への変化と， XI

E 

から X11への変化とが等しくなり，後述のように中立財であればESとES1は

一致する。

なお，点Sの位置が，点 Mより上方にあれば，価格ρ は負となり，その

ときは甚だしく環境が改善される場合である。したがって，このような価格的
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評価においては，環境改善の効果があまり大きくないと予想される場合の利用

が妥当であろう。

4) 環境悪化における等価的余剰のバイアス

この場合に価格的評価については，悪化を防止して lを維持するために，

自然公園等の入場料を値上げを質問するような場合である。第 1図(ct)の点 B'

は，事前の予算線と劣化した環境での無差別曲線 U]=U(X]，X， l)との接点を

示す。個人は，所得は少なくても事前の良好な環境を維持できればよいと考え

たとき，予算線は下方にシフトして無差別曲線 U]=u (x]， X， l)と点 E'で接し，

ESは長さ MGになる。さて.X] 
0に需要量が固定されれば u]を維持するた

めの WTPは長さ MKに減少するから，長さ KGだけ過小評価となる。このと

きの最高価格は予算線 MHの傾きめ'で.x]Qなる数量制約下での等価的余剰

ES]の絶対値は (p]一ρ]n)x]Oであり(13) 中立財であればESとES]は一致

するo

(3 ) 価格的評価によるバイアス

上述の図形的導入を受けて，まず，価格的評価によって CSとESを求め，

次に，それができない場合として，事前需要量を利用することによって近似的

にCS'ESを求める。そして，その近似にはバイアスが伴うから，そのバイ

アスが生じない条件と生じた場合の方向とを明らかにする。

1) CS. ESの支出的評価と価格的評価

市場財ベクトルXについて，第 2財から第 n財までをまとめて合成財xと

し，その価格を 1として，次の数量制約費用最小化問題を解くとき，

min p] x] + x 
.%1， X 

s. t. U(X]， X， Q) =u  

(19) 

(20) 

x]の条件付補償需要量 h]は h](p]， Q， u)で xの条件付補償需要量 hxは

hx (p]， Q， u)で表される。他方， (20)をxで解くと，

x = Hx (X]， Q， u) (21) 

と表せるから. (21)式の Xlにh1(pj， Q， u)を代入すれば，hxについて，
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h， = Hx (h1 (Pl， Q， U)， Q， U) 

なる関係も得られる O

(22) 

このとき， CSとESは. (7)と(8)より，名目所得不変のもとでR=Oとし，

改めて数量制約支出関数を e=e(Pl， Q， u)と表すとき，

CS = e(pl， QO， UO) -e(pl， Ql， UO) 

=M-/ρ1・h1(Pl， Q¥ UO) + hx (Pl， Ql，ぽ)1

= (Pl*ー ρ1)h1 (Pl， Ql， UO) 

ES = e(pj， QO， U1) -e(pl・Q¥U1) 

=h'h1(Pl， QO， U1) +hx(Pl， QO， u1)-M 

= (Pl-Pl**)h1(Pl， QO， U1) 

を得る。ただし，

p* = /M-hx (pj， Q¥ UO) I /h1 (孔 Ql，UO) 

p** = /M-hx(Pl， QO， u1)I/h1(Pj， QO， U1) 

である (14)。

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

つまり. CSは. (23)式のように支出の変化，つまり支出的評価と. (24)式

のようにある市場財とその価格の変化，つまり価格的評価によって求めること

ができる。したがって，後者の場合. h1 (Pl， Ql， UO)と，状況変化の効果を相

殺する価格ρ1*とを得ることができれば. CSを求めることができ，このこと

がCVMによる価格的評価の理論的背景となっている O

同様に.ESも(25)式のように支出の変化，つまり支出的評価と. (26)式の

ようにある市場財とその価格の変化，つまり価格的評価によって求めることが

できる。したがって.hdれ QO，U1)と状況変化の効果を相殺する価格ρ1料を，

CVMの質問によって得ることができれば ESも評価することができる。

しかしながら，効用水準 UOを維持した上で状況変化後の h1(Pl， Ql， UO)を

答えたり，あるいは，事後の効用水準 u1で現在の環境 QOが与えられたとき

のh1(Pl， QO， U1
)を直感的に答えるのには，多くの場合，困難が伴う (15)。そ

こで，通常は，事前の需要最 xO=hj(pj， QO， UO)を利用せざるを得ず，このこ

とが価格的評価に特有のバイアスを生じさせる原因となる O
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2) 事前需要量の固定にともなうバイアス

CS .ESの近似として，第 1財を事前需要量的。に固定したときの厚生変化

の貨幣的測度を考えよう o Xl = XI
0のとき， (21)式より合成財の需要量は

Hx (XI
0
• Q. u)となるから，支出関数は，

el (Pl. XI
0

• Q. u) = Pl・XIO+ H x (XI
0

• Q. u) 

を得る。

第 1財を事前需要量的。に固定し，状況olxl
0
. QOIが状況 11xIO. Qllに変化

するとき， CSとESに代わる厚生変化の貨幣的測度，つまり ，XI
0なる数量制

約下での補償的余剰 CS1と等価的余剰IjES1を，名目所得不変のとき次のよう

に定義する。

CS1 = el (Pl. XI
0

• QO. U
O
) - el (Pl. XλQ¥  U

O
) 

=Mーゆ1・X10十 Hx(xλQl. U
O
) I 

= (Pl'ーム)XI
O

ES1 = el (Pl ・ XI 0 • QO， U
1
) - el (Pl. Xl¥ Ql. U

1
) 

=Pl・xO+ Hx(XI
0
， QO， U

1
) - M 

= (PI-Pl")X1
0 

ただし，

p' =凶1-Hx(XI
0
，Ql， UO)I/XI0 

p' = jM-Hx (Xlû
• QO. U') I/xI0 

である。

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 

つまり ，CS1についても， Z10を固定した上で.(27)式のように支出的評価と，

(28)式のように価格的評価によって求めることができる。特に，後者の場合，

X10は所与であるから，状況変化の効果を丁度相殺する価格Pl'を，CVMの質

問によって得ることにより， CSの近似としての CS1を得る。

同様に，ES1についても .(29)式の支出的評価と， (30)式の価格的評価によ

って求めることができる O そして，この場合も X10はあらかじめ分かっている

ので，状況変化の効果を相殺する fを問えば，ESの近似としての ES1を求

めることができる。
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3) CSとCS1，ESとES1の一致のための十分条件

ここで，CS=CS1となるための十分条件を求めよう。それは，状況が変化

しでも，Xlが事前需要量から変化しなければよいのだから，

X1
0 = h1 (Pl， QO， UO) = h1 (Pl， Ql， UO) 

であればよしミ。なぜなら， (22) (33)式より，

Hx(XIO， Q¥ UO) = Hx(h1 (Pl， Ql， UO)， Ql， UO) 

= hx (Pl， Q¥ UO
) 

(33) 

となり，これらより (23)式と (27)式が一致するからである。すなわち，環境ベ

クトル Qのうち qj(ただし，ヨqjE Q)が変化するとき，

。Ih1(Pl， Q， uO)/aqj = 0 

が十分条件となる。つまり，環境評価に使用する市場財が，その環境変化に対

して独立財であることが， CSの価格的評価にあたり，事前需要量の固定化に

伴うバイアス回避の十分条件となる。

他方，ES =ES1となるための十分条件を求めよう。このとき，

X10ニ Xl(Pl， QO， M) = h1 (Pl， QO， u1
) 

であればよい。なぜなら， (22) (34)式より，

Hx(X1
0， QO， u1

) = H，;(h1(Pl， QO， u1
)， QO， u

1
) 

= hx(Pl， QO， u1) 

となり，これらより (25)式と (29)式が一致するからである。すなわち，

h1(Pl， QO， u1) =Xl[Pl， QO， e(pl， QO， u1)] 

(34) 

について，qj (ただし，ヨqjεQ) が変化するとき， (9)式より axdaM=Oで

あれば，

aXl (Pl， QO， M) /句 =ah1 (Pl， QO， u1) /拘

を得る。つまり，環境評価に使用する市場財が中立財であることが，ESの価

格的評価にあたり，事前需要量固定化にともなうバイアス回避の十分条件となる。

4) CSとCSJ， ESとES1の比較

次に，CSをCS1で，ESをES1で近似することに伴うバイアスの方向につ

いて検討する。第 1に，X1
0 = h1 (Pl， QO， UO)宇h1仇，Q¥ UO)の場合， CSと
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CS1の大きさを比較しよう。定義より ，U (Xl， X， Q1) =UO上で， ρlXl+Xが最

小支出となるのは，点 (h1(Pl， Ql， UO)， hX(Pl， Ql， UO))であるから，それ以

外の点では，条件より

P1・h1(Pl， Q¥ UO) + hX(Pl， Q¥ UO) < Pl・XIO+ HX(XIO， Ql， UO) 

となる。したがって， (23)， (27)式より CS>CS1である。

ここで，CS>O，つまり環境改善の場合であれば，CS>CS1>Oとなり (16)

環境改善のための WTPである CS1は過小評価となる。そして，前述のように，

独立財のみ CS=CS1となるから，所得変化に関係なく，環境変化が財の需要

量に影響を及ぼすとき，つまり，補完財と代替財であれば過小評価となる。

また，O>CS，つまり環境劣化の場合であれば，O>CS>CS1であるから，

CS1の絶対値をとれば過大評価となる O このことは，同様に，補完財と代替財

で生じ，第 1財を事前需要量に固定したために，環境劣化を償うための WAC

がより多く必要であることを示す。なお，M<Hxのとき， (31)式より ρFは負

となるので，このような場合は価格的評価になじまない。

第2に，XIO=Xl (Pl， QO， M)半h1(Plo QO， u1)の場合について，ESとES1の

大きさを比較しよう。定義より ，U (Xl， X， QO) =u1上で， ρlXl+Xが最小支出

となるのは，点 (hdJ1I， QO， u1)， hx(Pl， QO， u1))であるから，条件より

Pl・h1(Pl・QO，u
1
) + hx(P1. QO， u1) < P1づ 10+Hx(X1

0， QO， U1) 

第2表事前需要量の固定にともなうバイアス

補償的余剰 (CS) 等価的余剰 (ES)

CS> 0 o >CS ES> 0 o >ES 

上級財 代補完替財財 ・ CS > CS1 o >CS1 >CS ES1 >ES o >ES1 >ES 

下級財 独立財 CS = CS1 CS = CS1 ES1 >ES o >ES1 >ES 

代補完替財財 ・ CS > CS1 o >CS1 >CS ES =ES1 ES =ES1 
中立財

独立財 CS = CS1 CS = CS1 ES =ES1 ES = ES1 

注• CS .ESは通常の補償的余剰・等価的余剰を表し CS1・ES1は評価に使用する
財の事前需要量が固定された場合の補償的余剰・等価的余剰を表す.
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となる。したがって， (25)， (29)式より ES1>ESとなる。

ここで，ES>Oであれば，つまり，環境改善の場合であれば ES1>ES>O

であるから，ESj は過大評価となる。このことは，第 1財を事前需要量に固定

したために，環境改善を手放すためにはより多くの防'ACが必要で、あって，中

立財のみ ES=ESjとなるから，上級財と下級財の場合には過大評価となるこ

とを意味する。なお，M<Hxのとき， (32)式より ，p'は負となるので，この

ような場合は価格的評価になじまない。

また，O>ESのとき，つまり，環境悪化の場合であればo>ESj>ESとな

り(17) 上級財と下級財であれば，環境悪化を回避するための WTPとしての

ES1の絶対値は過小評価となる。

以上の関係は，第 2表に要約して示した。

注(1) R= 0と仮定しているために，eと♂は同ーとなる。

(2) 補完財の例としては，環境が改善されれば，滞在日数や来訪回数が増加する自

然公園や海浜の利用，サマー・キャンプやスキーに行くことなどが挙げられるで

あろう O また，水質改善によって，水道水の条件付補償需要量が増加すれば，水

道水は補完財であるし，条件付補償需要量が減少すると考えられる市販のミネラ

ル・ウォーターや浄水器は代替財である。

(3) ここでまでの財の分類と式の導出については， Ne迎 (18J，Freeman [4， 

pp .121-123) を参考にした。また，宇山・浅野・竹歳 (43) も本稿を補完する

意味で参考になる。なお，個人の効用関数の形状や所得・価格条件によって，同

じ市場財でも補完財となったり，代替財となったりすることが考えられる。そこ

で，本稿では，ある個人について，所得・価格・環境条件および効用関数の形状

を所与として財の種類を決定することを仮定している。

(4) バイアスの大きさについても重要な諜題であるが，機会を改めて論じたい。

(5) この仮定がない場合の図形的表現も，本稿の議論から容易に描ける。つまり，

環境要素について，第 1図の効用関数を U(Xl ，X ，q)から U(Xl，X，Q)に換えるだけ

でよい。

(6) 第1図(a)-(d)は，補完財で正常財の場合であるが，環境改善の場合を環境悪

化の場合と読みかえれば，代替財かっ正常財の図となる。

(7) 後述の (23)式に対応する。

(8) 後述の (24)式に対応する。
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(9) 後述の(28)式に対応する。

同支出的評価で評価するとき 正・負の WTPが同時に存在する場合にも適用可

能な手法として 2肢選択コンテインジェント評価法あり， Johansson et al. 

(12) ，Hanemann ( 7)で論じられているが，この手法は，本稿で問題としているよ

うな価格的評価にそのまま適用することはできない。

(lD 後述の (28)式に対応する。

(l2)後述の(30)式に対応する。

(13) 後述の(30)式に対応する。

(14) n財まで存在し，かつ所得も変化するときに，CSとESは，

Cs =MlhhI(P Ql uO)+PA伊， Q¥ uO)f 

= (Pl*-Pl)h1 (P， Ql， UO) 

ES=砂1附 QO，U1) +ふん(P，QO， u1)1-M 

= (Pl-Pl**)h1(P， QO， U1) 

で表される。ただし，

p* = 1M1-!. Pi'hi(P， Ql， UO) l/h1 (P， Ql， UO) 

戸 =M40-bM，QOul)|似 p，QO， U1) 

である。

(1日 まして，第 t財(j=2，…， n) の環境変化に伴う需要量 hiを全て確定するこ

とは，より困難が伴う。

(16)効用関数は強準凹性を仮定しているので，UO 
= U (x" x， QO)曲線と UO=

U(Xl， X， Ql)曲線は，XIX平面上で交わることはない。よって，

Tl・XIO+Hx(XI0，Ql， UO) <Mより， CS > 0註 CS1

となることはない。

(1司効用関数は強準凹性を仮定しているので，UO 
= U (Xl， X， QO)曲線とグ=

U(Xl， X， QO)曲線は，XIX平面上で交わることはない。よって，

Tl・XI0+ Hx(XIO， QO， u1) < M より ，ES1孟 o>ES 

となることはない。

5. 結び

CVMの評価におけるバイアスは，その前提条件と密接に関わっている。そ
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こで，本稿では，前提条件の内容を詳細に検討することを通して.CVMによ

る環境評価に基礎的視点を提供することを目的とした。

まず 2では，同ーの消費者おいて，価格，環境に関する厚生変化の貨幣的

測度の諸概念，すなわち，価格と環境が同時に変化する補償的測度 CM.等価

的測度EM.価格のみの変化による補償変分 CV・等価変分EVと，環境のみ

の変化による補償的余剰CS・等価的余剰ESについて，それらの概念を整理

した。

3では，これら 6つの貨幣的測度と. WTP' WAC.および外的条件に関す

る暗黙の権利想定との相互関係を明らかにした。まず.CM.EMに注目して，

状況Oから状況 1に有利に変化する場合，状況 1に権利がなければこれを獲得

するための WTP(例えば，直接税や料金)の支払い額で評価し，状況 1に権利

があればこれを手放すための WAC(例えば，補償金)で評価するという従来

の指摘に加え，特に，価格的評価の場合には，状況Oおよび状況 1に権利が無

ければ状況 1を手放すための WTPの減額で評価できることとそのための条件

を明らかにした。他方，状況が不利になる場合，状況Oに権利があれば防'AC

で，状況 Oに権利が無いことのみに注目すれば状況 1を回避するための WTP

で評価するという従来の指摘に加え，状況Oと状況 lにともに権利が無ければ

これを受忍するための WTPの減額で評価できることとそのための条件を明ら

かにした。次に.EM ・CMで明らかにした点が.CV.EVとES・CSでも同

様に成り立つことを示した。

しかしながら，本稿では，価格条件や環境条件に対する権利を所与のものと

して検討してきたために，どのような社会経済的過程や論理から価格・環境条

件に対していかなる権利が生じるのかという問題については，検討が残されて

いる。

4では.CS'ESの価格的評価について，これを定式化し，使用する財の事

前需要量の特定化にともなうバイアスについて，補完財・独立財・代替財と上

級財・中級財・下級財を組み合わせた視点を設けて，この問題に接近した。そ

の結果，従来の合成財と市場財の 2次元図では，環境変化にともなう無差別曲
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線と予算線との接点の移動と位置関係の把握が暖昧であったのを，本稿では，

接点の明確な位置関係を明らかにするとともに図形的理解の深化を図った。も

ちろん，数式による議論も加えて. a) CSを評価するときに独立財を使用し，

b) ESを評価するときには中立財を使用すれば 価格的評価において事前需

要量固定に伴うバイアスがない。これ以外のとき. c) 環境改善を獲得するた

めの CS.環境悪化を回避するための ESについて価格的評価を行えば過小評

価となる. d) 環境悪化を受忍するための CS.環境改善を手放すためのESに

ついて価格的評価を行なえば過大評価となることを明らかにした。したがって，

CVMにおける質問の種類に応じて，独立財や中立財を使用すれば，事前需要

量の固定によるバイアスから解放されるのであるが ここでの独立財あるいは

中立財は各人にとってのそれであるから，実際の CVM調査においては，状況

に応じて，母集団に対して適切な独立財あるいは中立財をいかに想定するかが

重要なポイントになる。

他方，適切な独立財あるいは中立財が発見できない場合などにおいては，価

格的評価でありながら，事前需要量を固定する必要のない基本料金型支払形態

は注目に値する。この支払形態では，例えば，水質改善を水道料金等の値上げ

分によって評価しようとするとき，単位水量当たり料金で質問する代わりに，

基本料金の値上げ分を質問すれば，事前需要量の固定化にともなうバイアスか

ら解放される。したがって，価格的評価で質問する CVMにおいて，事前需要

量が存在しない場合を含めて，基本料金型支払形態の質問が可能で有れば，需

要量の固定にともなうバイアスを避けるために，これを採用する方が望ましい

と考える(1)。なお，基本料金型支払形態を使用しないで価格的評価を行うと

きは，需要量に関する条件を被験者にきちんと伝えておく必要がある。

最後に，このような考察・検討結果を現実のプロジェクト評価と関連させな

がら，今後の課題について整理しよう。

第 1に.CM'EMを評価するのは，現実のプロジェクト評価において費用・

便益分析に使用することが一つの目的であるために，いかに多数の個人の

CM.EMを集計するかという課題がある。つまり CVMでは個人の WTP・
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WACを質問するのであるから，全体としての評価額を得るためには関係者の

母集団の特定が必要となる。しかし，問題によっては，ある地域に不特定多数

の人が訪れる場合や将来世代を考慮に入れなければならない場合があり，その

ような場合には母集団の特定自体が研究課題となる。

第 2に，不確実性が存在するときに，いかに CM'EMを評価するかという

課題がある。このような研究としては，不確実な状況下で，現在の環境を後の

世代に残すための WTPに関する研究もある他，WTPだけでなく WACと結合

した研究も不可欠であろう (2)。

第 3に，WTPと阿佐Cの誰離を考慮すれば，CMを採用すべきとの主張も

あるが(3)他方，新たな複数のプロジェクトから一つを選択するときには

EMが優れていることが知られており (4)したがって，現実の使用において，

どの貨幣的評価がいかなる条件でなら使用可能かを明らかにしていくことが重

要であろう。

第 4に，集団関で利害が対立するとき，特に，貧富の差など社会経済的な力

に差がある場合には，個々の CM.EMにウエイトを付けるべきか・付けるべ

きでないのか，付けるとしたらいかなる方法があるのか，という課題もある。

このような問題は，社会的公平の問題ともかかわっており (5)単なる環境評

価を越えた，より本質的な社会科学的研究課題といえよう (6)。

注(1) もちろん，このような設問でも，フリー・ライダー，回答拒否， protest zeros 

の問題が完全に回避できるものではない。この種の問題が生ずるか否かは，最終

的には，その国や時代あるいはその場での状況に応じて，環境や価格への権利の

帰属や適切な徴収システムに関して Fischhoffand Furbry ( 3 )が指摘するように

社会的文脈のなかで，いかに設問が読まれるかに依存する。

(2) 不確実性下で環境保全のための WTPを研究したオプション価値やオプション

価格の研究としては， Krutilla (15)，北畠・西岡 (27)，矢部 (48)等があるが，

この様な議論を「支払意志額の軌跡J(WTP locus)概念によって統合する試みは

Graham (5) に始まる。さらに， Freeman (4， pp. 219-272)では WACにまで拡

張されたが，そこには，詳細な関連文献のサーベイとコメントが載っている。

(3) 岡 (34) は，費用・便益分析における WTP'WACの誰離の問題を検討し， ミ
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ァシャンに依拠しつつその議論を拡張して，費用・使益分析においては，本稿で

言う ，CS. CVを常に採用せよ，しかし，特定の環境問題に費用便益分析が適用

される場合は非常に限られると予測される，と指摘している。

(4) Johansson [11， pp. 86-87， (邦訳 119-120ページ))は，一つの状況から複数

の状況への変化を評価するには EMが，複数の状況から一つの状況への変化を

評価するには CMが，優れていると指摘している。したがって，プロジェクト

選択のために CVMを用いる場合など，CMとEMとを使い分けねばならない。

例えば，改善された状況 0，状況 1，…，状況 nとそれを獲得するための支払

意志額 WTP"WTP2，…， WTPnがあるとしよう。このとき，WTPk(k= 1，…， n) 

は，確かに各々の改善された状況に対する評価額であるが，この WTPkはCM

であるため，WTPkの大きさの順位で，プロジェクトの優先順位は決定できない。

他方，各々の状況を手放すための補償額である WACk (k= 1，…， n)を問えば，

WACkはEMであるから，その大きさの順位が，個人にとって望ましいプロジ

ェクトの順位と見なすことができる。また，逆の場合も，同様に考えることがで

きる。

(5) 例えば， LittIeは，第 1にKaldorの潜在補償基準から，第 2に所得分配から，

社会的公平を問題にしたという (Freernan[4， pp. 87))。

(6) 環境に対する権利と環境の経済評価をあつかった文献として，既に挙げたが

Randall [20)， Hariss and McGown [8)がある。
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補論 :i等価的余剰・補償的余剰の図形的解釈

ここでは，ESとCSの理解を深めるために，その図形的意味を検討してお

こう。この検討は， Kanemoto [14， p. 88)における 2次元平面における議論

を参考にして，筆者が環境軸を加え 3次元空間に拡張したものである。まず，

市場財 Xl，合成財 x，環境水準 qからなる 3次元空間を考え，効用関数を

U (Xl，X，q)とし，Xl，Xの価格を各々P1.1. 予算制約をp1・Xl+X = M とすれ

ば， (7).(8)式は，

CS = e (Tl. q¥ u1
) - e(Tl. q¥ U

O
) 

および

ES = e (Tl. l. u1
) - e(Tl. l. U

O
) 

と表せる。さらに，名目所得不変の条件を加えると，

CS = e (Tl. l. U
O
) - eψ10 l. uO

) 

ES = e (Tl. qO. u1) - e(tlo l. u1) 

と定義できる。

(Al) 

(A2) 

(A3) 

(A4) 

従来の CS.ESの図では，縦軸に環境の量，横軸に合成財や所得を取った

2次元の説明が多かったために，このような図形的表現では，市場財の量的・

価格的変化の表現が困難であった。そこで，付図では，市場財の輸を加えた 3

次元空間により，市場財の量と価格が明示的に表されるために.(Al)から (A4)

による環境・合成財・市場財と CS.ESについての直感的理解が可能となる。

以下では，名目所得を不変として図形的意味を検討する。 FqUJ平面上で，予

算制約線FIに点Aで接する等効用曲面 U
O
=U(XloX. q)が得られる。ここで，

環境水準がqOから qlに改善されれば，より少ない所得でも事前の効用水準 UO

を得ることができるので，同じ効用水準ならばHqlJ平面上の無差別曲線の方

がFqOI平面上の無差別曲線より .XIX平面に射影した場合，原点に近く描かれ

ることになる。そして.HqlJ平面上の無差別曲線と接するように，直線 FIと

平行な直線GG'をヲ|く。



q' 

(qO) 

o 
q 

匂')

。
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t，x， =M 

x， 

付図 環境水準の変化の補償的余剰 CS・等価的余剰ES
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他方，環境水準 qlでの最大効用を u1とすれば，HqlJ平面上の予算制約線

聞と点 Bで接する等効用曲面 u1
= U (Xl，X，q)が得られる。環境水準がlに劣

化すれば，効用水準 u1を維持するためには，所得が増加しなければならない。

そのため図では，FqUI平面上の無差別曲線u1の方が点Bを通る無差別曲線よ

り原点から遠くに描かれており，この無差別曲線に接するように直線町と平

行な直線DD'を引けば，接点 Eが得られる。

その結果， (Al)式に対応した CSは，事後の環境水準 qlの下での支出の差

として長さ GHで表される。 (A3)式に対応した CSは，効用水準を U
U に維持

したときの支出の差として，GG'直線と FI直線とを XIX平面に射影した場合

のx軸における差で得られるが，名目所得不変の条件より，直線FIを鉛直方

向に上げると直線問と一致するので，長さ GHとも一致する。

他方，環境水準lで評価された (A2)式に対応する ESは，支出の差として

長さ FDで得られる。また， (A4)式に対応した ESは，効用水準を u1に維持

したときの支出の差として，町直線と DD'直線とを XIX平面に射影した場合の

Z軸における差で得られるが，名目所得不変の条件より，町直線を鉛直方向に

下ろすと直線 FIと一致するので，長さ FDに等しくなる。なお，使宜上，図

ではぜから qlの部分の等効用曲面のみ描いてある。

以上は環境が改善される場合であった。次に，環境がqOから qlに劣化する

場合にも，若干の修正を行ろだけで，図形的意味を読みとることができる。つ

まり，付図において( )の中に記されているように，環境水準 lをqlに， ql 

をqOに置き換えると，点 A'で予算線に接するのは等効用曲面 U
U=U (Xl， X， q) 

であり，点 B'で援するのは等効用曲面 u1=u(Xl， X， q)であるから，長さ FD

は (Al)式の CSを表し，長さ GHは (A2)式の ESを表すことになる。このこ

とは， (A3)式のようにカッコ内の効用水準dにそって環境水準の差による支

出の差を見たのがCSとなり(A4)式のようにカッコ内の効用水準 u1にそって

環境水準の差による支出の差を見たのがESとなっていることからも分かる。
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コンティンジェント評価法における前提条件の考察

ー一権利想定と価格的評価—

矢 部 光 保

「コンティンジェント評価法」 (contingent valuation method ; CVM) の評価にお
けるバイアスは， その前提条件と密接に関わっている。そこで， 小論では， 前提条
件の内容を詳細に検討することを通し， CVM よる環境評価に基礎的視点を提供す
ることを目的とした。特に， 環境変化の価値を税金や基金等によって評価する支出
的評価と比較して， ある財の価格の変化によって評価する価格的評価の視点から，
CVM の前提条件を考察したところに本稿の特徴がある。

2では， CVM の理論的基礎となっている， 厚生変化の貨幣的測度について， 従
来の議論を整理した。つまり， 所得， 環境および価格が同時変化するときの補償的
測度EM ・ 等価的測度 CM, 価格が変化する場合の補償変分 CV ・ 等価変分EV, 環
境が変化する場合の補償的余剰 CS ・ 等価的余剰 ES について， 様々な用語が使用
されてきているので， これを概観するとともに CVM に必要な限りにおいて議論を
整理した。また， この議論を補足するために， 補論において， これまでは， 所得，
環境， 市場財うちどれか 2 つの軸をとって 2 次元図で理解されていたものに， 3 者
を各軸とした3次元図を新たに導入して， この3者関係の直感的理解を可能にする
とともに， 3次元空間における CS·ES の図形的表現を与えた。

3では， これらの6つの貨幣的測度と， WTP·WAC, および外的条件に関する
権利想定との相互関係を明らかにした。特に， 従来の指摘に加えて， 価格的評価に
おいて， 事前・事後の状況に権利が無く， 状況が改善される（悪化する）とき，
EM (CM) は事後の状況を手放す（受忍する）ための WTP の減額で評価できるこ
となどについて明らかにした。

4では， これまで使用されてきたにもかかわらず， 定式化が行われてこなかった
CS·ES の価格的評価について定式化を行った。次いで， 使用する財の事前需要量
が特定できる場合のバイアスについて検討し， CS を評価するときに独立財を使用し，
ES を評価するときには中立財を使用すれば， 事前需要量の固定にともなうバイア
スがないことを明らかにした。また， 価格的評価でも， 事前需要量を固定する必要
のない， 基本料金の変化によって環境改変を評価すれば， 同様にこのバイアスを免
れることを示した。

最後に， 本研究の問題点と今後の課題について整理した。
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		優先言語		合格		テキスト言語の指定

		タイトル		合格		文書のタイトルがタイトルバーに表示されている

		しおり		不合格		大きい文書にしおりが存在する

		色のコントラスト		手動チェックが必要		文書の色のコントラストが適切である

		ページコンテンツ



		ルール名		ステータス		説明

		タグ付きコンテンツ		不合格		すべてのページコンテンツがタグ付けされている

		タグ付き注釈		合格		すべての注釈がタグ付けされている

		タブの順序		不合格		タブの順序と構造の順序が一致している

		文字エンコーディング		合格		確実な文字エンコーディングの指定

		タグ付きマルチメディア		合格		すべてのマルチメディアオブジェクトがタグ付けされている

		画面のちらつき		合格		ページで画面のちらつきが発生しない

		スクリプト		合格		アクセシブルではないスクリプトなし

		時間制限のある応答		合格		ページが時間制限のある応答を必要としない

		ナビゲーションリンク		合格		ナビゲーションリンクが繰り返し使用されていない

		フォーム



		ルール名		ステータス		説明

		タグ付きフォームフィールド		合格		すべてのフォームフィールドがタグ付けされている

		フィールドの説明		合格		すべてのフォームフィールドに説明がある

		代替テキスト



		ルール名		ステータス		説明

		図の代替テキスト		不合格		図に代替テキストが必要

		ネストされた代替テキスト		不合格		読み上げられない代替テキスト

		コンテンツに関連付けられている		不合格		代替テキストはいくつかのコンテンツに関連付けられている必要がある

		注釈を隠している		不合格		代替テキストが注釈を隠していない

		その他の要素の代替テキスト		不合格		代替テキストが必要なその他の要素

		テーブル



		ルール名		ステータス		説明

		行		不合格		TR が Table、THead、TBody または TFoot の子である必要がある

		TH と TD		不合格		TH と TD が TR の子である必要がある

		ヘッダー		不合格		テーブルにヘッダーが必要

		規則性		不合格		テーブル内の各行の列数と各列の行数が同じである必要がある

		概要		スキップ		テーブルに概要が必要

		箇条書き



		ルール名		ステータス		説明

		箇条書き項目		不合格		LI は L の子である必要がある

		Lbl と LBody		不合格		Lbl と LBody は LI の子である必要がある

		見出し



		ルール名		ステータス		説明

		適切なネスト		不合格		適切なネスト
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